
船舶事故等調査報告書 

平成２７年９月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５長第４３号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２７年４月２６日 ０７時２５分ごろ 

発生場所 熊本県宇
う

城
き

市戸馳
と ば せ

島南西方沖の網
あみ

取
とり

瀬（蔵々
ぞうぞう

ノ瀬戸） 

 戸馳島灯台から真方位３１７°４００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°３４.７５′ 東経１３０°２９.１３′） 

事故等調査の経過  平成２７年５月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート かず丸、３.８トン 

 ２９２－４３５５２熊本、有限会社藤元建設 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 船尾船底に破口、プロペラ翼及び舵に曲損等 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、船長の家族ら６人を乗せ、船長が

操舵室の天窓から顔を出して遠隔操縦リモコンで操船に当たり、約 

２０ノットの対地速力で、三角
み す み

港網取瀬西灯浮標（以下「西灯浮標」

という。）の西方に向け、蔵々ノ瀬戸を北西進した。 

 本船は、船長が西灯浮標西方に‘操業中の漁船など数隻の小型船

舶’（以下「本件船舶群」という。）を認めたので、本件船舶群を避航

するために西灯浮標の東方へ向け変針して航行していたところ、平成

２７年４月２６日０７時２５分ごろ網取瀬に乗り揚げた。 

 本船は、船長が携帯電話で所属マリーナに連絡し、来援したクレー

ン台船に揚収され、所属マリーナに搬送された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時 

 その他の事項  本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約１.２ｍであった。 

 海図Ｗ１９４（三角港付近）によれば、西灯浮標は西方位標識であ

り、西灯浮標の東方には網取瀬などの浅所が存在し、西灯浮標の西方

の可航幅は約２００ｍである。 

 船長は、航行予定海域の水路調査を行っておらず、西灯浮標が西方

位標識であること、及び西灯浮標の東方に網取瀬が存在することを知

らなかった。 

 船長は、本件船舶群を避航する際、西灯浮標付近には浅瀬があり、

西灯浮標から離れて航行すれば安全に通過できると思い、近道となる

西灯浮標の東方へ向け変針して航行した。 



分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、蔵々ノ瀬戸を北西進中、船長が、本件船舶群を避航する

際、西灯浮標が西方位標識であること及び網取瀬の存在を知らなかっ

たことから、西灯浮標から離れて航行すれば安全に通過できると思

い、西灯浮標の東方を航行し、網取瀬に乗り揚げたものと考えられ

る。 

原因  本事故は、本船が、蔵々ノ瀬戸を北西進中、船長が、本件船舶群を

避航する際、西灯浮標が西方位標識であること及び網取瀬の存在を知

らなかったため、西灯浮標から離れて航行すれば安全に通過できると

思い、西灯浮標の東方を航行し、網取瀬に乗り揚げたことにより発生

したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・事前に航行予定海域の水路調査を行うこと。 

 ・方位標識の意味など航路標識に関する知識を深めること。 

 


